
   秦野市伊勢原市環境衛生組合監査委員の事務処理等に関する規程 

（平成１０年４月１日 監査委員公表第１号） 

改正 平成１９年３月３０日 監委公表第１号 

   令和２年４月１日   監査公表第３号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、秦野市伊勢原市環境衛生組合監査委員（以下「監査委員」

という。）の行う監査、検査及び審査（以下「監査等」という。）その他の

職務並びに監査委員の公印について必要な事項を定める。 

 （監査等の種別） 

第２条 監査等は、次の種別に分けて行うものとする。 

 (1) 定期監査 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）

第１９９条第４項に規定する監査をいう。 

 (2) 随時監査 法第１９９条第２項、同条第５項、同条第７項及び法第２３

５条の２第２項の規定により必要があると認めるときに行う監査をいう。 

 (3) 例月出納検査 法第２３５条の２第１項に規定する検査をいう。 

 (4) 決算審査 法第２３３条第２項、法第２４１条第５項及び地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第５条第３項に

規定する審査をいう。 

 (5) 要求監査 法第９８条第２項、法第１９９条第６項、同条第７項、法第

２３５条の２第２項及び法第２４３条の２の２第３項の規定により要求に

より行う監査をいう。 

 (6) 請求監査 法第７５条第１項及び法第２４２条第１項に規定する監査を

いう。 

 （例月出納検査の期日） 

第３条 例月出納検査の期日は、毎月２８日とする。ただし、監査委員が必要

と認めるときは、変更することができる。 

 （実施通知） 

第４条 監査委員は、監査等を行うときは、あらかじめ対象となる事務事業の

範囲及び日程を監査等を受ける者に通知するものとする。ただし、急施を要

するとき、又は監査等の目的により必要があるときは、通知を行わないこと

ができる。 

 （資料等の提出） 



第５条 監査委員は、監査等を行うときは、あらかじめ対象になる事務事業に

係る資料等を監査等を受ける者から提出させるものとする。ただし、急施を

要するとき、又はその必要がないと認めるときは、この限りでない。 

 （監査等の方法） 

第６条 監査委員は、帳簿、書類、伝票、証書、設計書その他の記録の確認及

び照合、実地調査、現物検証その他必要と認める方法により監査等を行うも

のとする。 

２ 前項に定めるもののほか、監査等のため必要があると認めるときは、法第

１９９条第８項の規定により関係人の出頭を求め、若しくは関係人について

調査し、又は関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めるものとす

る。 

３ 監査等の方法は、その重要性、効果、範囲、日数等を考慮して決定するも

のとする。 

 （報告） 

第７条 監査等（決算審査を除く。以下この条において同じ。）が終了したと

きは、遅滞なく報告書を作成し、監査等を受けた者及び監査等を要求し、又

は請求した者に提出するものとする。 

２ 前項の場合において、法第１９９条第１０項の規定により意見を提出する

ときは、前項の報告書に添えて監査を受けた者に提出するものとする。 

３ 第１項の場合において、法第１９９条第１１項の規定により勧告をすると

きは、理由を付して措置をすべき者に通知するものとする。 

 （意見書） 

第８条 決算審査が終了したときは、遅滞なく意見書を作成し、監査等を受け

た者に提出するものとする。 

 （措置事項） 

第９条 監査委員は、第７条に規定する報告、意見又は勧告に対するその後の

措置事項について、監査等を受けた者に文書による報告を求めるものとする。 

 （公表） 

第１０条 監査等（決算審査を除く。以下この条において同じ。）の結果（第

７条に規定する意見及び勧告の内容を含む。）、法第１９９条第１３項に規

定する合議により決定することができない事項がある場合及び前条に規定す

る措置事項の報告を受けた場合の公表は、秦野市伊勢原市環境衛生組合公告

式条例（昭和３６年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第１号）に規定する掲



示場に掲示して行うものとする。 

 （会計管理者からの報告） 

第１１条 監査委員は、政令第１６８条の４第１項の規定により会計管理者が

金融機関の検査を行ったときは、その結果の報告を求めるものとする。 

 （公印） 

第１２条 監査委員の公印の名称、書体、寸法、形式等は、別表に定めるとお

りとする。 

２ 前項の公印は、事務局長がこれを管守する。 

３ 前２項に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、秦野市伊勢原市環

境衛生組合公印規則（昭和３９年秦野市伊勢原市環境衛生組合規則第１号）

を準用する。 

 （補則） 

第１３条 この規程に定めるもののほか、監査委員の職務について必要な事項

は、監査委員が協議して定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、公表の日から施行する。 

 （秦野市伊勢原市環境衛生組合監査事務処理規程の廃止） 

２ 秦野市伊勢原市環境衛生組合監査事務処理規程（昭和４１年秦野市伊勢原

市環境衛生組合監査委員公表第１号）は、廃止する。 

   附 則（平成１９年３月３０日監委公表第１号） 

 この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（令和２年４月１日監委公表第３号） 

 この規定は、令和２年４月１日から施行する。 

  

【別表（第１２条関係）】 

 

http://www.hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp/reikishu/new_reiki/22b-01_betu.pdf
http://www.hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp/reikishu/new_reiki/22b-01_betu.pdf



